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2026 年 3 月 27 日 

国立研究開発法人情報通信研究機構 

 

民間競争入札実施事業 

「情報通信研究機構の情報システム運用業務」の実施状況について 

 

1 事業の概要 

国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）の情報システム運用業

務については、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成 18 年法律

第 51 号）に基づき、以下の内容により 2014 年 4 月から競争入札により実施しており、

現在実施している業務は 5 期目である。 

 

1.1 業務内容（参考） 

本事業における業務内容は、本調達ではユーザがクライアント端末を用いて行

うインターネットへのアクセス、メールの送受信、共有ファイルの利用等、一般

的なサービス利用を行う為の運用のほか、当機構における研究へのネットワーク

サポート及びサーバサービスサポートを行うためのものである。 

1.2 契約期間 

2024 年 4 月１日から 2027 年 3 月 31 日までの 3年間 

1.3 受託事業者 

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 

1.4 実施状況評価期間 

2024 年 4 月１日から 2026 年 1 月 31 日までの 1年 10 ヶ月間 

1.5 受託事業者決定の経緯 

本事業にかかる落札者の決定は、総合評価方式（加算方式）により実施するこ

ととしており、2024 年 2 月 14 日の提出期限までに入札参加者 1 者から技術提案

書の提出を受け、審査した結果、必須審査項目評価基準を満たしていた技術提案

書について、内容に応じて技術点を加点し、決定した。2024 年 3 月 8 日に開札し

た結果、予定価格の制限の範囲内であり、その価格点と技術点を合算した結果、

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社を落札者として決定した。 

 

2 確保されるべきサービスの質の達成状況及び評価 

機構の情報システム運用業務における民間競争入札実施要項（以下「実施要項」とい

う。）において定めた民間事業者が確保すべきサービスの質の達成状況に対する当機構

の評価は、以下のとおり。 

 

資料２−１ 



2 
 

評価事項 測定指標 評価 

業務の内容 対象公共サービスの内容に

示す運用業務を適切に実施

すること。 

月次報告による業務内容を

確認したところ、運用業務

は適切に実施されており、

サービスの質は確保されて

いる。 

LAN の稼働率 稼働率は 99%以上とする。稼

働率は下の計算式で計算す

る。 

稼働率(%)=｛１-（１か月の

停止時間） ÷（１か月の稼

働予定時間）｝×100  

※１か月の稼働予定時間＝

（ 24 時間 ×１か月の日

数）－計画停電等により停

止する時間 

評価期間の LAN の稼働率は

100%であったため、サービ

スの質は確保されている。 

セキュリティ上の重大障害

の件数 

個人情報、施設等に関する

情報その他の契約履行に際

し知り得た情報漏えいの件

数は 0 件であること。 

情報漏えい等のセキュリテ

ィ上の重大障害の件数は 0

件であるため、サービスの

質は確保されている。 

システム運用上の重大障害

の件数 

長期にわたり正常に稼動で

きない事態・状況及び保有

するデータの喪失等によ

り、業務に多大な支障が生

じるような重大障害の件数

は 0 件であること。 

業務に多大な支障が生じる

ようなシステム運用上の重

大障害の件数は 0 件である

ため、サービスの質は確保

されている。 

利用満足度調査の結果 ※1 ヘルプデスクの利用者に対

する満足度のアンケート調

査を実施し、その結果の基

準スコア（75 点）を維持又

は向上すること。 

 

ヘルプデスク利用満足度調

査のスコアは以下に示すと

おり全ての項目で基準スコ

ア以上であり、サービスの

質は確保されている。 

 

【満足度調査スコア】 

●問合せから回答までに要

した時間：88.6 点 

●回答又は手順に対する説



3 
 

明の分かりやすさ：86.7 点 

●回答又は手順に対する結

果の正確性：86.8 点 

●担当者の対応（言葉遣い、

親切さ、丁寧さ）：88.0 点 

 

全項目の平均満足度スコ

ア：87.5 点 

※1 利用者満足度のアンケート調査について 

アンケート実施時期： 2026 年 1 月 19 日から 1月 23 日まで  

対象者数：747 名(共通部門計算機利用者) 

回収数：165 通 (回収率：22.1％) 

満足度スコア: 問い合わせから回答を要した時間、回答又は手順に対する説明の分かりや

すさ、回答又は手順に対する結果の正確性、担当者の対応（言葉遣い、親

切さ、丁寧さ等）について、満足 100 点、ほぼ満足 80 点、普通 60 点、や

や不満 40 点、不満 0 点として各利用者がアンケートに回答した結果の全体

の平均点をもって、ヘルプデスク利用満足度としている（基準スコア 75 点

以上）。 

 

3 実施経費の状況（⾦額は全て税抜） 

3.1 契約状況の推移 

3.1.1 実施経費 

 今回（2024 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日まで） 

 契約金額：1,013,000,000 円    ・・・① 

 １か年あたりの金額（①÷3）：337,666,666 円  ・・・② 

 

3.1.2 経費節減効果 

市場化テスト前との⽐較 

 （2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日まで） 

 実施経費：202,533,000 円（１か年）   ・・・③ 

 削減額（１か年相当）：③－②＝△135,133,666 円 

 66.7%増加 

 

3.1.3 追加業務に関する積算 

    市場化テスト開始前後では業務対象及び業務量が増加している。以下に主な追

加業務と金額を示す。なお金額については運用中の契約変更等により内訳金額が
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判明しているものを記載している。 

時期 追加作業 
内訳金額（１か年あ

たり） 

2 期 運用拠点追加：耐災害 ICT 研究センター（仙台） 448,800 円 

2 期 
運用拠点追加：ワイヤレスネットワーク研究セン

ター（横須賀） 
2,692,800 円 

2 期 
鹿島宇宙技術センターの業務追加（外部 Web ペー

ジ更新、基幹ネットワーク配下のエッジ機器管理） 
8,976,000 円 

2 期 Office365 サービスの運用 5,984,000 円 

2 期 リモートデスクトップサービスの運用 2,692,800 円 

2 期 Windows10 大型アップデート対応（年１回） 1,122,000 円 

2 期 Adobe サブスクリプション型サービスの運用 2,244,000 円 

2 期 
標的型攻撃が疑われるメールについて調査および

取りまとめ 
6,013,920 円 

3 期 CMS アプリケーションパッチ適用作業（夜間） 897,600 円 

3 期 e ラーニングシステム運用 897,600 円 

3 期 複数のセキュリティ対策装置の運用 9,963,360 円 

3 期 
共通事務パソコン基本ソフトウエア変更に伴う運

用・検証工数の増加 
1,122,000 円 

3 期 業務用スマートフォン等の運用管理 2,692,800 円 

3 期 Adobe サービス追加による管理対象拡大 2,244,000 円 

3 期 
グループウエアサービス（スケジューラ等）運用

管理 
7,180,800 円 

3 期 e-ラーニングシステム講座開設数増加の対応 897,600 円 

2020 契約 紙申請等を電子化（ワークフロー導入） 7,180,800 円 

2020 契約 
研究所ファイルサーバの統合、成果管理公開シス

テム、資産管理システムの運用 
7,180,800 円 

2020 契約 

上記システム導入・再構築に伴う作業（ヒアリン

グ、影響調査、コード変換等対応計画及び実行、作

業実施に伴う問合せ・申請対応） 

4,488,000 円 

4 期 
 4 月第 1週の人員拡充 (新規着任時に速やかに在

宅にて業務開始できるようサポート体制の拡充) 
2,842,400 円 
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今回の実施経費である②には、上記の業務が含まれているため、市場化テスト前と

業務対象を近似するためにこれを差し引くと、 

 ②－④＝167,249,186 円     ・・・⑤ 

となり、市場化テスト前と同様の業務範囲における削減額： 

   ③－⑤＝35,283,814 円 

 削減率： 17.4% 

 

3.2 評価 

3.2.1 市場化テスト開始後の契約⾦額の増加について 

費用について、2 期は 35.8%増(1 期比)、3 期は 15.5%増(2 期比)、2020 契約(公

サ法対象外)は 14.5%増(3 期比)、4期は 3.4％増（2020 契約比）となっており、現

契約の 5 期では 33.3％増（４期比）、66.7％増（市場化テスト前比）となっている。

これは、本業務における業務量が増加していることが主要因となり、金額について

も増加していると考えている。 

各期で増加している主な業務は、3.3.1 表に記載しているとおりであるが、主に

以下の理由により業務内容が変化・増加したことに伴うものと考えている。 

A) 当機構の運用規模（拠点数、組織数、役職員数）の増加 

B) 巧妙化するサイバー攻撃への対応のためのセキュリティ技術の高度化 

C) 従来紙等で実施していた業務が業務システム化されたことに伴う運用対象の

増加 

D) 上記に伴う取り扱う機器・ユーザ問い合わせ・申請対応 

4 期 
在宅用勤務用計算機、シンクライアント端末の管

理台数増 
14,922,600 円 

4 期 人事評価システム、人事管理システムの運用管理 7,180,800 円 

4 期 Office365 アカウント管理 (AzureAD) 5,984,000 円 

5 期 Microsoft365 サービスの維持管理作業 16,320,000 円 

5 期 中長期計画対応 5,168,000 円 

5 期 
構内電話システム・内線用スマートフォンの管理・

運用作業 
13,056,000 円 

5 期 経営管理システム 3,264,000 円 

5 期 ローコード/ノーコード開発プラットフォーム 3,264,000 円 

5 期 IT 資産管理・EDR システム 10,576,000 円 

5 期 
研究者のための計算機運用(脳情報データ蓄積処

理基盤) 
12,920,000 円 

  合計 ・・・④ 170,417,480 円 
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業務量増加の一端として、本業務のうち、サポートデスク及び申請対応業務の件

数推移について以下に示す。 

 

時期 西暦 総件数 

（件） 

（内訳）サポートデス

ク（件） 

（内訳）申請対応（件） 

 
2010 3,207 990 2,217 

 
2011 5,226 1,401 3,825 

 
2012 8,927 2,417 6,510 

実施前 2013 15,461 3,314 12,147 

1 期 2014 15,323 3,260 12,063 
 

2015 12,158 2,207 9,951 

2 期 2016 14,608 3,084 11,524 
 

2017 18,685 2,241 16,444 

3 期 2018 21,256 2,738 18,518 

 2019 20,419 2,552 17,867 

2020 契約 2020 28,938 6,571 22,367 

 2021 27,282 5,998 21,284 

4 期 2022 28,062 6,456 21,606 

 2023 22,603 6,838 15,765 

5 期 2024 24,166 6,771 17,395 

 

コロナ禍においては、在宅勤務の急速な拡大に伴い、リモートワーク関連の各種

申請が大幅に増加したが、制度や運用の定着により、近年ではこれらの申請件数は

概ね落ち着いた傾向を示している。一方で、サポートデスクの対応件数については、

機構全体で利用する業務システム数の増加や、役職員数の増加に伴い、問い合わせ

対象や利用形態が多様化していることから、依然として高い水準で推移している

状況にある。 

 

3.2.2 本業務に要した⼈員について 

本業務に要した人員数は、業務範囲の拡大やセキュリティ対応、IT 活用の高度

化等に伴い全体として増加しているものの、市場化テスト開始前と同等の業務範

囲を担当する人員数については、開始前と同等以下の水準に抑えられている。これ

は、受託事業者による業務効率化の取組や、複数業務に対応可能な人員配置、季節

性業務への柔軟な対応といった創意工夫の成果であると評価できる。 

また、必要とされるスキル水準の高度化や近年の IT・セキュリティ分野における
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人件費上昇といった外部環境の変化を踏まえると、人員数の増加が限定的である

一方で、業務量の増加に適切に対応できている点は妥当であり、本業務は効率的か

つ安定的に実施されている。 

 

市場化テスト開始前: 常駐 15 名、後方支援 5名 

1 期開始時: 常駐 21 名、後方支援 9名 

うち市場化テスト前業務範囲の対応者: 常駐 14 名、後方支援 5 名 

2 期開始時: 常駐 28 名 (1 期比較+33%)、後方支援 11 名 

うち市場化テスト前業務範囲の対応者: 常駐 14 名、後方支援 5 名 

3 期開始時: 常駐 31 名 (2 期比較+10%)、後方支援 9 名 

うち市場化テスト前業務範囲の対応者: 常駐 14 名、後方支援 4 名 

2020 契約開始時: 常駐 32 名 (3 期比較+3%)、後方支援 9 名 

うち市場化テスト前業務範囲の対応者: 常駐 14 名、後方支援 3 名 

4 期契約開始時: 常駐 34 名 (2020 契約比較+6%)、後方支援 9 名 

うち市場化テスト前業務範囲の対応者: 常駐 14 名、後方支援 3 名 

5 期契約開始時: 常駐 36 名 (4 期 契約比較+6%)、後方支援 9 名 

うち市場化テスト前業務範囲の対応者: 常駐 14 名、後方支援 3 名 

 

4 ⺠間事業者からの改善提案による改善実施事項等 

民間事業者から、情報システム運用業務の効率化、利便性向上およびセキュリティ強化を

目的とした各種改善提案がなされ、今年度において以下のとおり改善を実施した。 

 

4.1 内線電話管理業務の電⼦化による業務効率化 

従来、紙ベースで年間約 500 件実施していた内線電話要望受付業務について、電子申請化

の提案がなされ、これを実施した。紙様式による申請を電子決裁フローへ移行することで、

申請経路の明確化、対応状況の可視化、メールによる個別対応の廃止および紙様式の削減を

実現し、受付から処理までの一連の業務効率化と現場負担の軽減、迅速な対応体制の構築に

寄与した。 

 

4.2 認証基盤の強化および多要素認証の導⼊ 

サイボウズ Garoon および Adobe アプリについて、Microsoft Entra ID を用いた SAML 

認証方式への切り替えおよび多要素認証化の提案があり、これを実施した。事前検証および

利用者向け操作案内を計画的に実施することで、利用者影響を最小限に抑えた円滑な切り

替えを実現するとともに、認証管理の一元化およびセキュリティ強化を図った。 

 

4.3 ⽣成 AI を活⽤した問い合わせサービス導⼊に向けた PoC の実施 



8 
 

利用者が必要とする所内情報へ迅速にアクセスできる環境整備および問い合わせ対応業

務の効率化を目的として、生成 AI を活用した問い合わせサービス導入に向けた PoC（概念

実証）を実施した。生成 AI 搭載チャットボットによる自然言語対応の有効性を確認し、従

来オペレーターが対応していた問い合わせ業務の一部を代替可能であることを検証した。 

また、問い合わせ内容の集約・分類や FAQ 参照状況の可視化を通じて、利用者の自己解決を

促進する仕組みとして有効であることを確認し、利用者満足度 80％の評価を得た。 

さらに、オペレーターによる対応が行われていない土日・夜間等のサービス提供時間外にお

いても、問い合わせの受付および一次的な回答が可能である点が確認され、利用者利便性の

向上に寄与することが示された。 

本 PoC の結果を踏まえ、回答精度向上に向けたデータ整備および運用改善の方向性を整理

するとともに、本サービスを本格導入し、AI 窓口へ完全移行した場合には、問い合わせ対

応業務に係るコストについて約 16％の削減効果が見込まれることを確認した。これにより、

業務効率化、利用者利便性向上に加え、運用コスト削減の観点からも有効な施策であること

が示された。 

 

4.4 遠隔環境に対応した利⽤者サポート⼿法の改善 

テレワークの普及に伴い、Microsoft Teams 等を用いた画面共有による操作サポートを

導入した。音声通話と画面共有を併用することで、利用者の状況把握が容易となり、問題解

決までの時間短縮およびサポート品質の向上を実現し、利用者満足度の改善にも寄与した。 

 

4.5 在宅勤務申請フローの⾒直しによる省⼒化 

在宅勤務申請フローについて、申請条件の整理、自己確認方法の資料化および承認段階の

簡素化を実施した。これにより申請不備の削減および承認稼働の低減を図り、利用者にとっ

て分かりやすく迅速な申請手続きが可能となった。 

 

4.6 Web メール誤送信防⽌機能の有効化による情報漏えいリスク低減 

Web メール利用時における誤送信による情報漏えいリスク低減を目的として、事業者より

誤送信防止機能の有効化に関する改善提案がなされ、これを実施した。 

本対応では、宛先確認や添付ファイル送信時に注意喚起を行う警告機能について、利用者の

操作負荷を過度に増やさないよう設定内容の検討・調整を行い、送信前確認を促す仕組みを

整備した。 

これにより、利用者が送信内容を再確認する運用が定着し、ヒューマンエラーによるメール

誤送信の抑止が図られた。 

その結果、メール利用におけるセキュリティ水準の向上および情報セキュリティインシデ

ント発生リスクの低減に寄与した。 
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4.7 IIJ SecureMX サービスにおける隔離メール機能の活⽤によるメールセキュリテ
ィ強化 

SPAM メールの増加に伴う業務影響およびセキュリティリスクの高まりを受け、事業者よ

り、IIJ SecureMX サービスにおける隔離メール機能の有効活用に関する改善提案がなされ、

これを実施した。 

本対応では、不審なメールを自動的に隔離するとともに、利用者自身が Web 画面上で隔離メ

ールの確認、解除および設定変更を行える運用を整備し、利用者の負担を増やすことなく安

全性を確保する仕組みを構築した。 

これにより、受信ボックスに混在していた大量の SPAM メールを排除することが可能となり、

業務上のメール確認作業の効率化を実現するとともに、悪意あるメールの誤開封リスクを

大幅に低減した。 

また、隔離メール一覧の定期配信を行うことで、利用者が必要なメールのみを安全に取捨選

択できる運用が定着し、メール利用におけるセキュリティ水準の向上およびインシデント

予防に寄与した。 

 

5 全体的な評価 
2024 年 4 月から 2026 年 1 月までのシステム運用状況については、個人情報等の機微な情

報の流出やシステムが長期にわたり正常に稼動できない事態・状況及びシステムが保有す

るデータの喪失等の重大な障害や問題は発生しておらず、正常稼働率は 100.0%であること

から、設定したサービスの質は確保できたものと評価できる。 

2024 年 4 月から実施している本事業について、ヘルプデスク満足度調査として 2026 年 1 月

19 日から 1月 23 日までの期間で、ヘルプデスク利用者を対象にアンケートを実施したとこ

ろ、全ての項目において基準スコアとしている 75 点を上回る結果となった。 

さらに、コメント欄を設け具体的な質問にも併せて対応することにより、通常問い合わせが

来ない問題についても、対策を実施することができた。 

民間事業者においては、当機構内で推進している業務改革プロジェクトについて、情報シス

テムの運用面の課題や解決法について積極的に検討を行っている。 

2025 年度中には業者からの AI ヘルプデスクの提案を受け、試験導入を行ったところ、サポ

ートデスク担当者の稼働を削減し、利用者からの評価もよいものであった。 

以上のように、実施要項において設定したサービスの質は確保されており、共通システム基

盤コンピュータシステムで提供する標準サービスや、機構内で使用される各種業務システ

ムの利用者への継続的かつ安定的なサービスの円滑な提供により、役職員間の情報共有など

IT 活用による業務の効率化に資するという目的は達成しているものと評価できる。  

 実施経費については、 3.1.3 にも記載のとおり、追加業務控除後、市場化テスト前事業

と比較したところ、17.4％削減することができた。 

 なお、受託事業者による法令違反行為はなかった。また、機構には、実施状況について外
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部の有識者等によるチェックを受ける仕組み（評価委員会等）を備えている。  

 

6 競争性改善に向けた取組 
応札判断に必要な情報提供および参入障壁の低減を目的として、主として以下の対応を

行った。 

 仕様書の作業内容を詳細化し、引継ぎ（費用負担区分を含む）や情報セキュリティ対策

の要件を明確化した。 

 応札判断に資する情報提供を強化し、現地作業の整理・開示、意見招請期間中の資料閲

覧会開催、駐在作業分類・想定工数の具体化、作業実績件数の開示等を実施した。 

 実施条件を明確化し、常駐必須とせず遠隔支援提案を取り込み、リモート運用サポート

等を総合評価の加点項目としたほか、月例報告会は WEB 会議を基本として参加負担を

軽減した。 

 質問受付期間を設定し、質問・回答を取りまとめて提示することで、公平性・透明性を

確保した。 

 特定の製品名・事業者名・実施方法に依存する記載を避け、機能・性能・要件を中心に

記載するとともに、入札参加資格は A〜D 等級まで参加可能とした。 

 評価項目・評価観点・配点（技術点／価格点等）を明確化し、提案書作成の予見可能性

および評価の透明性を高めた。 

 その他、引継期間を 8 週間確保し、初期コスト平準化の観点から契約期間を 2 年から 3

年へ延長した。 

 

7 実施状況のさらなる改善が困難な事情の分析 
本事業について事業分割の可能性を検討したが、業務が複数機能・密接な連携を前提とし

ていることから、分割により調整・連絡・情報共有、入札手続・契約管理等の追加管理コス

ト・事務負担が生じ、競争性向上による効果を相殺し得る。加えて、分割後も必要となる専

門性・運用体制は本質的に変わらず新規参入が見込みにくいほか、同一事業者（又は同一グ

ループ）による複数区画受注となる可能性が高く、実質的な競争環境の改善につながりにく

い。さらに、障害対応等で迅速かつ横断的な判断を要する特性上、責任分界の複雑化により

復旧の迅速性・確実性が低下するおそれがあり、利用者窓口の分散による利便性低下や運用

ノウハウ継承の困難化による運用品質低下のリスクもある。以上より、事業分割は運用面・

コスト面・利用者利便性の観点から合理的ではなく、現行の一体的な事業形態を前提とした

評価を行うことが適当である。 

 

8 今後の事業 
8.1 今後の競争性確保のための検討 

本事業への市場化テスト導入は今回が第 5 期目である。これまで、競争性の確保に向け、
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契約締結から業務開始までの引継ぎ期間（8 週間）の確保、リモートサポートの取り込み及

び総合評価における加点評価、資料閲覧会（報告書・構成図・設計書・手順書等）の実施、

意見招請（パブリックコメント）時における仕様書説明会の実施等の取組を講じてきた。し

かしながら、現時点においても一者応札が継続している。 

 

また、IT 運用環境及び人材市場の変化等を踏まえ、過去にヒアリングを実施した事業者

への再ヒアリング、本案件の仕様書取得者、別案件にて取引実績のある事業者等に対しヒア

リングを行った。その結果、下記のような意見が得られ、これらの指摘事項については、す

でに改善策として実施済みである。 

項番 主な意見・課題 対応・改善策の実施状況 

① 
社内事情や対象システムの規模・環境変

化等により人材確保が困難であること 

テレワーク環境への対応やリモート

サポート体制の強化等を通じて、業

務効率化と人材確保の観点から改善

策を実施済み。 

② 
業務ごとの工数実績が把握しづらく積算

が困難であること 

工数・実績データの整理および積算

根拠の透明化に取り組み、業務内容

の見える化を実施済み。 

③ 
リモートでの運用監視・ヘルプデスク業

務であれば提案の可能性があること 

Microsoft Teams 等を活用したリモ

ートサポートや遠隔監視体制の導入

など、リモート対応強化の改善策を

実施済み。 

④ 
システムの納入と運用保守が一体となっ

ている方が応札可能性が高まること 

システムの納入・導入は個別の入札

としてより競争性を確保し、また専

門性を持つ職員がシステムを自主構

築することでシステム構成を柔軟

化・構築迅速化する等、運用業務のみ

ではなく ITのライフサイクル全体と

してコスト削減を図っている。 

 

これらの状況を踏まえると、現行の調達範囲及び業務実施形態の下では、各種の入札改善

策を継続しても、競争性（複数者応札）の確保が見込み難い状況にあると整理した。また、

拠点単位又はサービス単位での事業分割についても検討したが、業務が相互に密接に関連

していることから、切り分けに伴う管理・調整コストの増大、責任分界の複雑化、障害時対

応の遅延等による運用品質の低下及びセキュリティ確保上のリスクが懸念され、実効的な

競争性向上に結び付きにくいことから、現時点では現実的ではないと判断した。 
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8.2 今後の事業 
以上のことから、本事業は、「市場化テスト終了プロセス運用に関する指針」Ⅱ.1．（２）に

規定されている「市場化テストの実施だけでは実施状況の更なる改善が見込めない事業」と

して、現在実施中の事業をもって市場化テストを終了し、機構の責任において実施すること

としたい。 

市場化テスト終了後も、これまで官民競争入札等監理委員会における審議を通じて厳しく

チェックされてきた公共サービスの質、実施期間、入札参加資格、入札手続き及び情報開示

に関する事項を踏まえた上で、引き続き、法の趣旨に基づき、機構自ら公共サービスの質の

維持向上及びコスト削減等を図る努力をしてまいりたい。 

                                     以上 


